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別表 
（傍線部分が改正部分、二重傍線が新設、取り消し線が削除） 

 
特定製品の区分 技術上の基準 解釈 
１．家庭用の圧
力なべ及び圧
力がま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１（１）・（２） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） （略） 

２～９ （略） 
１０ 通常の使用状態において、取つ手の温度は室温プ
ラス４０度以下であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１（１）・（２） （略） 
 
イ （略） 
ロ 「加熱」とは、日本産業規格Ｓ２１０３（１９９
６）家庭用ガス調理機器に定める卓上形一口コンロ
でバーナーの直径は約７０ミリメートルのもので行
うものをいう（以下同じ｡）。 

ハ・ニ （略） 
ホ 測定装置は、日本産業規格Ｂ７５０５（２００
７）アネロイド型圧力計－第一部：ブルドン管圧力
計に定める蒸気・耐震用又はこれと同等以上の精度
の圧力計若しくは日本産業規格Ｃ１６０１（１９８
３）指示熱電対温度計に定める電子管式自動平衡記
録温度計の１級電位差形（ただし、熱電対は日本産
業規格Ｃ１６０２（１９９５）熱電対に定める種類
Ｔ、許容差クラス３、線経０．６５ミリメートル以
下とする。）又はこれと同等以上の精度のものを用
いること。 

ヘ （略） 
（３） （略） 

２～９ （略） 
１０ 内容積の７０パーセント（本体に定量の表示のあるものに
あっては、その量。）の水を入れて圧力調整装置が作動するま
で加熱したとき、取っ手の手が触れる部分の温度が室温プラス
４０度以下であることを温度計等により確認すること。 
測定は、日本産業規格Ｓ２０９３（１９９６）家庭用ガス燃

焼機器の試験方法に定める図１－５の各部の温度上昇の木壁表
面温度測定装置により行う。 
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図１－５ 

測定の時点は、圧力調整装置の回転、振動又は浮上りがはじ
まってからその状態を保つための最小限の加熱状態にして約１
５分後とする。 
なお、両手式又は片手式の測定箇所は図１－６のＡ点とす

る。ただし、補助取っ手は測定しないものとする。 
「室温」とは、取っ手の温度を測定するときの試験室の気温

をいう。ただし、室温は２５度プラスマイナス５度の範囲に調
整するものとする。 

 
両手式 

 

900 

900 900 

150 150 

試験用 
こんろ 

約 70 
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１１ （略） 

片手式 

図１－６ 
１１ （略） 
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２．乗車用ヘル
メット 
 

１（１）ヘルメットの構成部品は、通常の使用状態にお
いて、経年劣化により、その性能に影響を与える
ものでないこと。また、皮膚に有害な影響を与え
ないものであること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）金具類は、耐食性のもの又はさび止め処理を施

したものであること。 
 
２（１）ヘルメットの外表面は十分に滑らかであり、ま

た、凸部又は段差については面取りがなされてい
ること。 
なお、ヘルメットの外表面は、日本産業規格Ｔ

８１３３（２０２６）乗車用ヘルメット３．１３
に定める参照平面から上方にあつては、機能的に
必要な場合を除き、連続した凸曲面であり、参照
平面から下方は流線型であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）帽体及び衝撃吸収ライナーの保護範囲は、日本

産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘルメッ
ト６．２ｂ）に適合すること。ただし、自動二輪
車（総排気量０．１２５リットル以下のもの又は
定格出力１．００キロワット以下のものに限
る。）又は原動機付自転車を対象とするハーフ形

１（１）日本産業規格T8133(1997)乗車用安全帽8.1.1の汗試験及
び8.1.2の頭髪油試験により確認すること。 
また、必要に応じて材料の加速劣化試験等の科学的根拠

に基づき通常の使用状態で著しい性能低下が認められない
ことを確認すること。 
ここで「汗試験」及び「頭髪油試験」については、試料

の全部又は一部より採取した材料により行うこと。 
「汗試験」の「浸せき処理」については、試料が空気に

触れないようにすること。 
「皮膚に有害な影響を与えない」とは、一般に皮膚障害

を引き起こすとみなされる材料を使用してはならないこと
をいう。 

（２）目視及び触感により確認すること。 
「さび止め処理」とは、めっき、塗装等が施されている

ことをいう。 
２（１）目視及び触感により確認すること。 

「十分に滑らか」には、しぼ、編み目及びミシン縫目模
様程度のものを含むものとする。また、原付等用ヘルメッ
ト以外のものにあっては、レザー等で覆っていないこと。 
ここでいう「レザー等」には、布、バックスキンを含

む。 
「機能的に必要な場合」には、縁巻き、風防や通気穴を

取り付けるための必要最小限の凹凸がある場合をいう。 
ここで、「縁巻き、風防や通気穴を取り付けるための必

要最小限の凹凸」には、機能上、又は性能上必要とされる
凹凸（穴及び継ぎ目を含む。）であって安全性を損なわな
い程度のものを含む。 
「連続した凸曲面」とは、全体として曲率半径７５ミリ

メートル以上の連続的な凸曲面であることとする。ただ
し、ＥＣＥ規則第２２号（ＥＣＥ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ 
Ｎｏ．２２）７．４突出物の表面摩擦の試験（Ｔｅｓｔ 
ｆｏｒ ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｓｕｒｆａｃｅ 
ｆｒｉｃｔｉｏｎ）の突出物の規定等にかかる試験を満足
する場合には、これに置き換えることができる。 

（２）日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘルメット
附属書Ａに規定する手順に従って装着して確認すること。 
なお、帽体及び衝撃吸収ライナーに通気用の穴や溝を設

けることができるものとする。 
 
 



- 5 - 

又はスリークォーターズ形のヘルメット（以下
「原付等用ヘルメット」という。）にあつては、
日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘル
メット６．２ａ）に適合すること。 

（３） （略） 
 
３（１） （略） 
（２）組立てが良好で、使用上支障のある傷、割れ、

ひび、まくれ等がないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）左右及び上下の視界が十分とれること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（３） （略） 

 
３（１） （略） 
（２）目視及び触感により以下の項目を確認すること。 

付属品を含む各構成部品は走行中に容易に外れないよう
に確実に固定されていること。 
「走行中に容易に外れないように確実に固定されている

こと」とは、衝撃を受けたときに容易に外れるように設計
したものを除き、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗
車用ヘルメット７．４に規定する衝撃吸収性試験を行った
ときに外れないことをいう。 
また、ひさしについては、走行中に風圧により垂れるこ

とがないこと。 
なお、ヘルメットの各部は通常の使用で使用者に障害を

与えるような構造でないこと。 
ここで、「通常の使用で使用者に障害を与えるような構

造でないこと」とは、人体に障害を及ぼすような傷、割
れ、ひび、まくれ等がないことをいう。 

（３）確認方法は、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車
用ヘルメット７．８に規定する周辺視野試験に以下に記述
する項目を考慮した方法と同等以上の方法で行うこと。 

イ ヘルメットを日本産業規格Ｔ８１３３（２０２
６）乗車用ヘルメット附属書Ａに規定する手順で人
頭模型に装着し、幅６２ミリメートルプラスマイナ
ス１ミリメートルの視野ゲージ等を用いて確認する
こと。 

ロ 調節可能なひさし又はあごガードを有するヘルメ
ットについては、それらの調整範囲内において確認
すること。 

ハ シールドを有するヘルメットについては、シール
ド解放角が日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗
車用ヘルメット５．７に適合するものであることを
確認すること。 

ニ ブレスガード等の付属品が取り付けられているも
のについては、取り付けた状態で確認すること。 

ホ 下方の周辺視野については、中心部（鼻に該当す
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（４）ヘルメットは、帽体、衝撃吸収ライナー及び保

持装置を備えていること。 
なお、保持装置にはチンカップを取り付けては

ならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（５） （略） 

４ （略） 
５ 衝撃吸収性試験を行つたとき、最大衝撃加速度が
２，９４０メートル毎秒毎秒以下であり、かつ、１，
４７０メートル毎秒毎秒以上の継続時間が６ミリセコ
ンド以下（原付等用ヘルメットにあつては４ミリセコ
ンド以下）であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

る位置）に換気ダクト等のブリーフデフレクタが取
り付けられている場合、当該部位を除外して確認し
てもよい。 

（４）目視及び触感により確認すること。 
原付等用ヘルメットに「ひさし」を設ける場合は、帽体

と一体のものとすることができる。 
原付等用ヘルメット以外のものに「あごガード」を設け

る場合は、帽体と一体のものとすることができる。 
なお、「一体のもの」とは、帽体と一体成形されたもの

又はリベット等で強固に取り付けたものをいうが、ひさし
に限り、転倒した場合に容易に外れる構造であるか、リベ
ット等で固定されている場合でも容易に変形する材質のも
のは、「一体のもの」とはしない。 
シールドを取り付けてないヘルメットの帽体前端の形状

は、ゴーグルの着用を妨げないような構造であること。 
保持装置があごひもを含む場合には、１５０プラスマイ

ナス５ニュートンの静荷重の下で少なくとも２０ミリメー
トルの幅を有しているものとする。 
保持装置を開く装置は意識的な操作によってのみ作動す

るものであること。圧力によって開く装置の場合は、直径
１００プラスマイナス３ミリメートルの球面で押しても開
かないこと。 
試験は、全ての付属品を取り付けた状態で行うものとす

る。 
 
（５） （略） 

４ （略） 
５ 確認方法は、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘ
ルメット７．４に規定する衝撃吸収性試験に以下に記述する項
目を考慮した方法と同等以上の方法で行うこと。 
イ 衝撃吸収性試験に使用する人頭模型については、日本産
業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘルメット附属書Ｂ
及び附属書Ｃに規定する形状及び寸法を有するものとす
る。 

ロ （略） 
ハ 「衝撃吸収性に係る安全性を損なうおそれがある部分」
に衝撃を加える目的により、合理的な範囲において日本産
産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘルメット７．
４．３ａ）ヘルメットの位置決めの規定から逸脱してもよ
い。 
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６ 耐貫通性試験を行つたとき、ストライカの先端が耐
貫通性試験用人頭模型に接触しないこと。 

 
 
 
 
 
 
７ 保持装置の強さ試験を行つたとき、動的伸びが３５
ミリメートル以下であり、かつ、残留伸びが２５ミリ
メートル以下であり、また、試験後にヘルメットを人
頭模型から簡単に外すことができること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 保持性（ロールオフ）試験を行つたとき、ヘルメッ
トが人頭模型から脱落しないこと。 

 
 
 
９（１） （略） 
（２）自動二輪車（総排気量０．１２５リットル以下

のもの又は定格出力１．００キロワット以下のも
のに限る。）又は原動機付自転車に限り使用する
ものにあつては、その旨が容易に消えない方法に
より適切に表示されていること。 

 
 
 
 
 
 

ニ～ヘ （略） 
６ 確認方法は、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘ
ルメット７．５に規定する耐貫通性試験に以下に記述する項目
を考慮した方法と同等以上の方法で行うこと。 
なお、耐貫通性試験範囲内に耐貫通性に係る安全性を損なう

おそれのある部分については、その部分を試験箇所に含めるこ
と。 
また、試験により破壊変形してもよいが、使用者に危険であ

るような破壊又は変形しないものであること。 
７ 確認方法は、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘ
ルメット７．６に規定する保持装置の強さ試験に以下に記述す
る項目を考慮した方法と同等以上の方法で行うこと。ただし、
原付等用ヘルメットにあっては、１種ヘルメットに係る保持装
置の強さ試験を行って確認することとする。 
「試験後にヘルメットを人頭模型から簡単に外すことができ

ること」とは、締結具の破損の有無にかかわらず簡単に締結具
が解離できて容易に外すことができることをいい、締結具が破
損した場合には再締結が可能であることを求めないものとす
る。 
使用する人頭模型は、原則として参照平面上方の形状が附属

書Ｂで定めた形状及び寸法を考慮して製作したものとするが、
ヘルメットを人頭模型に被せた際に著しいがたつき等が生じな
い範囲で、人頭模型を共通的に使用してもよい。 

８ 確認方法は、日本産業規格Ｔ８１３３（２０２６）乗車用ヘ
ルメット７．７に規定する保持性（ロールオフ）試験を考慮し
た方法と同等以上の方法で行うこと。ただし、原付等用ヘルメ
ットにあっては、１種ヘルメットに係る保持性（ロールオフ）
試験を行って確認することとする。 

９（１） （略） 
（２）表示については、次の方法にて行うこと。 

イ 「自動二輪車（総排気量０．１２５リットル以下の
もの又は定格出力１．００キロワット以下のものに限
る。）又は原動機付自転車用」 

ロ この場合、「０．１２５リットル」に代えて「０．
１２５リットル（１２５ｃｃ）」又は「１２５ｃｃ」
と、「１．００キロワット」に代えて「１．００キロ
ワット（１．００ｋＷ）」又は「１．００ｋＷ」と、
また、「原動機付自転車」に代えて「原付」と、それ
ぞれ記載を行ってもよい。 

ハ この表示は、帽体外側に１４ポイント（４．９ミリ
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（３）安全に使用する上で必要となる使用上の注意事

項が容易に消えない方法により適切に表示されて
いること。 

 

メートル）以上の文字で表示するとともに、購入時に
理解できるように外装等にも記載されていること。 

（３）「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項」と
は、少なくとも次の事項が記載されていることが必要で
ある。 
イ 製造年月（製造年月日でも可）の明確な表示。 

なお、輸入品の場合、製造年月は輸入年月でも構わ
ない。 
また、表示は刻印でも構わない。 

ロ 改造禁止については、その旨をヘルメットへ表示又
は取扱説明書へ記載。 

ハ 塗装禁止又は塗料の制限については、ヘルメットの
材質によって浸されるおそれのある製品について、そ
の旨をヘルメットへ表示又は取扱説明書へ記載。 

二 サンシェードがあるヘルメットについては、夜間や
トンネル等の暗い場所で使用すると視力が低下する
旨。 

ホ フリップアップヘルメット（フルフェースであって
跳ね上げ式の開閉可能なあごガードを装備したヘルメ
ット）については、あごガードを上げたままで走行す
るのは危険である旨。 

 
 

（注） 各部の名称の参考例は、次のとおり。 
 
① ハーフ形ヘルメット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② スリークォーターズ形ヘルメット 
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③ オープンフェース形ヘルメット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ フルフェース形ヘルメット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 名称 番号 名称 
① 帽体 ⑥ ゴーグル止め 
② 衝撃吸収ライナー ⑦ ヘッドクッション 
③ あごひも ⑧ あごガード 
④ 内装クッション ⑨ 縁巻き 
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⑤ 耳覆い ⑩ 耳クッション 
 

 

３．乳幼児用ベ
ッド 

１・２ （略） 
３ 床板は、使用時に容易に外れないよう確実に取り付
けることができる構造を有すること。 

 
 
 
 
 
 

１・２ （略） 
３ 目視、触感等により確認すること。 

「使用時に容易に外れない」とは、組み立て後、ベッドの妻
枠上さん又は後枠上さんをもってベッド全体を数回揺り動かし
たとき、床板の外れ及び床板保持金具の外れ等がないことをい
う。 
「確実に取り付けることができる」とは、床板を落とし込ん

で設置するもの等を含み、床板のねじれ等による多少のがたつ
きは、使用上支障のない限り確実とみなすこととする。 
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４～７ （略） 
８ 乳幼児の頭部が組子間及び枠とマットレスの間等に
挟まれにくい構造を有すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４～７ （略） 
８ 目視、触感及びスケール等により以下の項目を確認すること。 

組子間及び組子と支柱間の間隔は、８５ミリメートル以下で
あること。支柱と飾り板、組子と飾り板又は組子と支柱間にス
ライドレールを有するものにあっては、組子又は支柱とスライ
ドレール間の間隔が８５ミリメートル以下であること。 
測定箇所は、組子、飾り板等を有する各々の枠について、そ

の間隔の最も広い一箇所を測定するものとする。 
組子、飾り板等に細工を施したため広くなったものにあって

は、直径８５ミリメートルの円筒型通りゲージにより測定する。 
前枠で囲まれた面、後枠で囲まれた面及び妻枠で囲まれた面

のうち、床板の上面から１５センチメートルの高さまでの部分
は、堅固な構造であること。 
「堅固な構造」とは、木製の組子（型式区分上の枠の構造が

組子）のもの及びこれと同等以上の堅固さを有するもので次の
ものをいう。 

イ 板のもの 
ロ 組子のもの 
ハ 枠にネットを張ったものを横さんで補強したもの
（横さん間及び横さんと下さん間の間隔は５センチメ
ートル以下であること。） 

ニ 横さんにキャンバス地等を張って板状にしたもの 
ホ イ～ニを組み合わせたもの 

ただし、堅固さの解釈につき疑義が生じたときは、図３－２
に形状及び寸法を示す円板当て板を用いてベッド内側から水平
方向に９８．１ニュートンの力を加え、たわみ量が１センチメ
ートル以下であることを確認する。 
なお、この円板当て板は、２９４．２ニュートンまでの力に

対し変形しない材料を用いることとし、ネット又は板に接する
面に適宜の材料で作った表面が滑らかなもので直接傷を与えな
いものを用いることとする。 
参考例は、図３－３－１～図３－３－５のとおりである。 
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図３－２ 円板当て板 
 
 

 

 

図３－３－１ 板のもの 

 
 

 
 

図３－３－２ 板のもの 
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図３－３－３ 組子のもの 

 

 
 
図３－３－４ 枠にネットを張ったものを横さんで補強したもの 
 

 
 
図３－３－５ 横さんにキャンパス地等を張って板状にしたもの 
 

乳幼児用ベッドの枠に開口部を有するものにあっては、床板
を下げた時に収納スペースが生じない場合（収納部分がなくな
る場合）を除き、開口部と床板の上面の間隔は、８５ミリメー
トル以下であること。 
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９～１３ （略） 
１４ 組子の中央部を１４７．１ニュートンの力で引つ
張つたとき、組子が外れる等の異状が生じないこと。 

 
 
 
 
 
１５～２０ （略） 

９～１３ （略） 
１４ ばねばかり等により確認すること。 

「組子が外れる等の異状が生じないこと」には、折れ、割れ
及び安全上支障のある曲がりがないことを含む。 
確認箇所及び確認方法は、各々の枠の組子に対して、組子の

ほぼ中央部に水平に１４７．１ニュートンの力を約５秒間加え
た後、異状の有無を確認するものとする。ただし、測定する組
子は各々の枠の任意の１本でよいものとする。 

１５～２０ （略） 
４．登山用ロー
プ 

１・２ （略） 
３ せん断衝撃試験を３回行つたとき、ロープのせん断
衝撃力が、４（２）の表示があるものにあつてはいずれ
も９８０．７ニュートン以上、その他のものにあつては
いずれも１，４７１．０ニュートン以上であること。 

 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 

１・２ （略） 
３ せん断衝撃試験は、一本のロープから採取した有効長さ２，
８００ミリメートルのロープ３点の試料について、この項２に
定める試験の方法により確認すること。ただし、支点は次に掲
げる要件に適合すること。 

イ 支点の材質は、日本産業規格Ｇ４３０３（２００５）
ステンレス鋼棒に定めるＳＵＳ３０４であること。 

ロ 支点の形状は、９０度の角度で面とりを施さないも
のであること。 

ハ 支点の表面は、粗さが日本産業規格Ｂ０６０１（２
００１）表面性状に定める最大高さ粗さが３．２マイ
クロメートル以下のものであること。 

４ （略） 
５．携帯用レー
ザー応用装置 

 

１（１）レーザー光が放出状態にあることを確認できる機
能を有するもの（外形上玩具として使用されるこ
とが明らかなもの並びにそれ以外の形状のもので
あつて装置の設計上又は機能上長時間レーザー光
を目に向けて照射することを目的として設計した
もの及び対象、位置等を指し示すために用いるも
のであつて全長が８センチメートル未満のものを
除く。）にあつては、日本産業規格Ｃ６８０２（２
０１４）レーザ製品の安全基準３．１８クラス１レ
ーザ製品又は３．２１クラス２レーザ製品である
こと。 

 
 

 
 
 
（２） （略） 

１（１）レーザ製品のクラスについては、電圧計、波長測定装置、
光パワーメータ等の測定装置を使用して、日本産業規格Ｃ
６８０２（２０１４）レーザ製品の安全基準４クラス分け
の原則の規定による測定して確認すること。 

    「レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能」
とは、例えば、放出状態にある場合にＬＥＤ等のモニター
ランプが点灯する機能や、可聴音を発する機能等をいう。 

    なお、日本産業規格６８０２（２０１４）レーザ製品の
安全基準３．２０クラス１Ｍレーザ製品であっても、４ク
ラス分け原則の規定による測定方法におけるクラス２に対
して要求される被ばく放出限界を超えないものは、クラス
２レーザ製品として扱って差し支えない。 
「装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向け

て照射することを目的として設計したもの」とは、例えば、
レーザー光を利用した網膜走査型のディスプレイ等をい
う。 

（２） （略） 
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２ （略） 
３・４ （略） 

 

２ （略） 
３・４ （略） 

６．浴槽用温水
循環器 

 

１ 浴槽用温水循環器の吸入口は、次の（１）～（６）の
欄に掲げる条件において２の欄に掲げる試験を３０回
実施した場合、そのすべてについて測定値が２０ニュ
ートン以下となるものであること。 
（１）浴槽用温水循環器を設置に関する説明書に従つ

て設置し、通常動作に限定されたとおり水を入れ
ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
１（１）設置の方法が多様である場合にあっては、配管の抵抗を最

低にする等、吸入量が最大になるよう設置すること。 
「通常動作に限定されたとおり水を入れる」とは、次の

ように注水することをいう。 
イ 注水する浴槽は、日本産業規格Ａ５５３２（２００
６）浴槽の浴槽等標準的な浴槽とする。ただし、通常、
浴槽と接続させた製品として販売されるものにあって
は、当該浴槽を使用する。 

ロ 注水量は、浴槽の上縁から約１５０ミリメートル下
方又は吸入口の上縁のうち高い水位となる高さまでと
する。吸入口とは、浴槽用温水循環器に水を供給する
ための口を指し、浴槽側面に穴を開けて接続する場合、
浴槽とは独立して浴槽内に設置する場合等がある。 

 
参考例は、図６－１－１及び図６－１－２のとおりである。 
 
 
 
 

図６－１－１ 注水したときの状況（ジェット噴流バスの場合） 

 



- 16 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）～（６） （略） 

２・３ （略） 

図６－１－２ 注水したときの状況（２４時間風呂の場合） 

 
（２）・（４）・（６） （略） 

２・３ （略） 
 

７．石油給湯機 
 

１・２ （略） 
３ ＪＩＳ試験室において、ＪＩＳ試験通則１７．に定め
る給湯温度試験を行つたとき、給湯温度が９０度以下
であること。 
また、浴槽内からふろがまに循環する水の温度は６

０度以下であること。 
また、過熱防止装置を有するものにあつては、直接加

熱する熱交換器に対し、ＪＩＳ試験通則１５．２に定め
る過熱防止装置の作動試験を行つたとき、１００度に
達する前に消火し、自動復帰しないこと。 

４～８ （略） 
９ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッ
チ及びコントローラーの操作以外の方法によつて点火
できないものであること。ただし、遠隔操作による危険
が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでな
い。 

 
 
１０（１） （略） 

（２）安全に使用する上で必要となる使用上の注意
事項が容易に消えない方法により適切に表示され
ていること。 

 
３ 浴槽内からふろがまに循環する水の温度の測定は、日本産業
規格Ｓ３０３１（２００９）石油燃焼機器の試験方法通則１７．
２浴槽内からふろがまに循環する水の温度試験によって行うこ
と。 
 
 
 
 
 
４・６ （略） 
９（１）「器体スイッチ及びコントローラーの操作以外の方法に

よって点火操作できないもの」とは、電気用品の技術上の
基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日２
０１３０６０５商局第３号）別表第四 配線器具の１（２）
ロ（イ）で定める「ａ 赤外線を利用した遠隔機構」の基
準に適合するものを含む。 

（２）（略） 
１０（１） （略） 

（２）「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項」
は、日本産業規格Ｓ３０２１（２０１７）油だき温水ボイ
ラ１２．２取扱表示、日本産業規格Ｓ３０２４（２０１７）
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石油小形給湯機１２．２取扱表示又は日本産業規格Ｓ３０
２７（２０１７）石油給湯機付ふろがま１２．２取扱表示
によること。 
「容易に消えない」とは、灯油を含ませた布で表示面をこ

すったとき、かすれ、消え、剥がれ等がないことをいう。 
また、「適切に表示されていること」とは、機器の上面、

前面又は側面等の見やすい位置に表示されていることをい
う。 

８．石油ふろが
ま 

１～７ （略） 
８（１） （略） 
（２）安全に使用する上で必要となる使用上の注意事

項が容易に消えない方法により適切に表示されて
いること。 

 
 
 

４・７ （略） 
８（１） （略） 
（２）「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項」は、

日本産業規格Ｓ３０１８（２００９）石油ふろがま１３．
２取扱表示によること。 
「容易に消えない」とは、灯油を含ませた布で表示面をこ

すったとき、かすれ、消え、剥がれ等がないことをいう。 
また、「適切に表示されていること」とは、機器の上面、

前面又は側面等の見やすい位置に表示されていることをい
う。 

９．石油ストー
ブ 

 

１（１） （略） 
（２）密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有す

るもの及び半密閉燃焼式のものであつて対流用送
風機を有するものにあつては、不完全燃焼を防止
する装置（以下「不完全燃焼防止装置」という｡）
を有し、次に掲げる条件に適合すること。 
① （略） 
② 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたと
き、消火するものであり、かつ、容易に改造で
きない構造であること。 

 
 
 
 
 
 
 

③ 連続して４回を上限として不完全燃焼防止
装置が作動した後は、連続して作動したこと
を使用者に認識させる機能（以下「不完全燃焼
通知機能」という｡）を有すること。 

 
 
 
 
 
 
 
１（２）② 不完全燃焼の検知部についての機能の確認は、日本

産業規格Ｓ３０３１（２００９）石油燃焼機器の試験
方法通則４４．３不完全燃焼防止装置の検知部異常試
験によって行うこと。 

「容易に改造できない構造」とは、不完全燃焼防止
装置と制御基板との接続部にあっては、特殊工具又は
専用端子等を使用しないと接続できないことをいう。
ただし、接続部が特殊工具で固定するボックス等で保
護されている構造のものは容易に改造できない構造と
判断できる。 

③ 不完全燃焼通知機能の確認は、日本産業規格Ｓ３０
３１（２００９）石油燃焼機器の試験方法通則４４．
４不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験によ
って行うこと。 
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④ 不完全燃焼通知機能が作動した後、連続し
て３回を上限として不完全燃焼防止装置が作
動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の
操作により再び点火する状態にならないよう
にする機能（以下「再点火防止機能」という｡）
を有すること。 

（３）開放燃焼式のものであつて強制通気形のものに
あつては、不完全燃焼防止装置を有し、次に掲げる
条件に適合すること。 
① ＪＩＳ試験通則４４．１に定める不完全燃
焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたと
き、不完全燃焼防止装置の作動後２０秒以内
で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する
比（ＣＯ／ＣＯ２）が０．００３を超えないこ
と。 

② ＪＩＳ試験通則４４．２に定める不完全燃
焼防止装置の作動試験の給気不足試験を行つ
たとき、不完全燃焼防止装置の作動後２０秒
以内で消火し、石油燃焼機器のＣＯ／ＣＯ２
の測定方法による測定値が０．００３を超え
ないこと。 

③ 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたと
き、消火するものであり、かつ、容易に改造で
きない構造であること。 

 
 
 
 
 
 
 

④ 不完全燃焼通知機能を有すること。 
 
 
 

⑤ 再点火防止機能を有すること。 
 

なお、「使用者に認識させる機能」とは、ブザーの
鳴動、ランプの点滅・点灯等によって知らせることを
いう。 

④ 再点火防止機能の確認は、日本産業規格Ｓ３０３１
（２００９）石油燃焼機器の試験方法通則４４．５不
完全燃焼防止装置の再点火防止機能試験によって行う
こと。 
なお、「通常の操作」とは、乾電池の交換、電源プ

ラグの抜き差し、操作スイッチの入り切り等をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）③ 不完全燃焼の検知部についての機能の確認は、日本

産業規格Ｓ３０３１（２００９）石油燃焼機器の試験
方法通則４４．３不完全燃焼防止装置の検知部異常試
験によって行うこと。 

「容易に改造できない構造」とは、不完全燃焼防止
装置と制御基板との接続部にあっては、特殊工具又は
専用端子等を使用しないと接続できないことをいう。
ただし、接続部が特殊工具で固定するボックス等で保
護されている構造のものは容易に改造できない構造と
判断できる。 

④ 不完全燃焼通知機能の確認は、日本産業規格Ｓ３０
３１（２００９）石油燃焼機器の試験方法通則４４．
４不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験によ
って行うこと。 

⑤ 再点火防止機能の確認は､日本産業規格Ｓ３０３１
（２００９）石油燃焼機器の試験方法通則４４．５不
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２ （略） 
３～１３ （略） 
１４（１）・（２） （略） 

（３）安全に使用する上で必要となる使用上の注意
事項が容易に消えない方法により適切に表示さ
れていること。 

 
 

完全燃焼防止装置の再点火防止機能試験」によって行
うこと。 

 
３・９・１１・１３ （略） 
１４（１）・（２） （略） 

（３）「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項」
は、日本産業規格Ｓ２０１９（２００９）自然通気形開
放式石油ストーブ１１．２取扱表示、日本産業規格Ｓ２
０３１（２００９）密閉式石油ストーブ１３．２取扱表
示、日本産業規格Ｓ２０３６（２００９）強制通気形開
放式石油ストーブ１２．２取扱表示、日本産業規格Ｓ２
０３９（２００９）半密閉式石油ストーブ１２．２取扱
表示又は日本産業規格Ｓ２０１６（２００９）石油こん
ろ１２．２取扱表示によること。 
「容易に消えない」とは、灯油を含ませた布で表示面

をこすったとき、かすれ、消え、剥がれ等がないことを
いう。 
また、「適切に表示されていること」とは、機器の上

面、前面又は側面等の見やすい位置に表示されているこ
とをいう。 

１０．ライター １ 火炎を生成する機構は、不注意による点火又は自然
点火の可能性を最小限にするため、意図的な手動操作
を必要とする構造であること。 

２ 火炎の高さは、使用者の想定を超える高さとならな
いよう制限されたものであること。 

３ 火炎の高さを調整する機構は、使用者が意図する火
炎の高さになるように適切に行うことができる構造で
あること。 

４ 燃料がガスのものにあつては、燃焼を行つたとき、火
炎のばらつきがないこと。 

５ 火炎の消火は、使用者が想定する時間内で適切に行
えること。 

６ 燃料がガスのものにあつては、燃料の充てん量が適
切であること。 

７ 外部の形状は、仕上げが良好であり、手足を傷つける
おそれのある割れその他の欠点がないこと。 

８ 燃料適性試験を行つたとき、燃料に対して、構成部品
の劣化がないこと。 

９ 燃料を再充てんできるものにあつては、注入口の閉
鎖部材から燃料の漏れがないこと。 

１～１５ ライターの機能的要求及び構造にあっては、日本産業
規格Ｓ４８０１（２０２２）たばこライター－安全仕様４機能
的要求事項及び５構造又は日本産業規格Ｓ４８０２（２０２２）
多目的ライター－安全仕様４機能的要求事項、５構造及び６多
目的ライターの燃料注入に適合すること。なお、日本産業規格
Ｓ４８０１（２０２２）たばこライター－安全仕様６．７燃料
充塡量試験及び６．１０耐内圧性試験又は日本産業規格Ｓ４８
０２（２０２２）多目的ライター－安全仕様８．１０耐内圧性
試験及び８．１２燃料充塡量試験において、燃料の種類及び化
学成分を明らかにしなければならない場合には、ガス製造事業
者又は検査機関におけるガスクロマトグラフ分析データを用い
ることができる。また、ライターの火炎を生成する機構にあっ
ては、日本産業規格Ｓ４８０３（２０２２）たばこライター及
び多目的ライター－操作力又は操作力及び操作変位による幼 
児対策（チャイルドレジスタンス機能）安全仕様の５機能的要
求事項に適合すること又はこれと同等以上のものであること。 
「これと同等以上のもの」とは、米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． Ｐ

ＡＲＴ１２１０又は１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２に
示された方法又は欧州ＥＮ１３８６９に示された方法で行われ
た試験等の十分な技術的根拠により技術基準に適合していると
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１０ 耐落下性試験を行つたとき、各部に異状が生じな
いこと。 

１１ 耐熱性試験を行つたとき、各部に異状が生じない
こと。 

１２ 燃料がガスのものにあつては、耐内圧試験を行つ
たとき、各部に異状が生じないこと。 

１３ 耐火炎性試験を行つたとき、各部に異状が生じな
いこと。 

１４ 耐繰返し燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が
生じないこと。 

１５ 耐連続燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生
じないこと。 

 
 
 
 
 
 
１６（１）届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機

関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易
に消えない方法により表示されていること。た
だし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録
検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称
は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは
記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をも
つて代えることができる。 

（２）子供の手の届くところに置かないこと、５０度
以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさら
さないこと及び使用後、火炎が消えていること
を確認することその他安全に使用する上で必要
となる使用上の注意事項が容易に消えない方法
により適切に表示されていること。 

判断し得るものをいう。 
また、１の「不注意による点火又は自然点火の可能性を最小

限にする」とは、聴覚若しくは視覚効果で楽しませることによ
り子供に興味を与えることがないものであること、又は、７の
「その他の欠点がない」とは、物理的形状若しくは機能で楽し
ませることにより子供に興味を与えることがないものであるこ
とを含むものとする。つまり、米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． ＰＡ
ＲＴ１２１０､１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２及び欧州
ＥＮ１３８６９に示されたノベルティライターに該当しないも
のであること。 

具体的には、以下のようなもの又は以下のような機能を付属
的に付加することで子供の興味を引くものでないこと。 
・形状がアニメや漫画のキャラクター、玩具、銃、時計、電
話、楽器、乗り物、人体又は人体の一部、動物、食べ物又
は飲み物等に似せているもの 

・光によって、上記の絵を映し出すもの 
・ピカピカと点滅する光を出すもの 
・メロディーを奏でるもの 

１６ 表示は製品本体へ表示し、読みやすく、容易に理解できる
こと。また、目視により確認すること。 
「容易に消えない方法」とは、印刷、刻印、ラベルの貼付に

よるものとする。また、多目的ライターにあっては、日本産業
規格Ｓ４８０２（２０２２）多目的ライター－安全仕様７．１．
４．３ “子供から遠ざける”の標識が容易に消えない方法によ
り表示されていること。 

 

１１．磁石製娯
楽用品 

１ 磁石製娯楽用品を構成する個々の磁石及び磁石を使
用する部品の磁束指数（磁束密度の二乗と磁極の表面
積との積をいう。）のいずれもが、５０平方キロガウス
平方ミリメートル未満であること。 

 
 
 
 

１ 磁束指数は、ＩＳＯ８１２４―１（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ 
ｏｆ ｔｏｙｓ ―Ｐａｒｔ １：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅｃｔ
ｓ ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ 
ｐｈｙｓｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ４．３１．３ Ａ
ｌｌ ｏｔｈｅｒ ｔｏｙｓ ｗｉｔｈ ｍａｇｎｅｔｓ ａ
ｎｄ ｍａｇｎｅｔｉｃ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ ａ）にのっ
とり、５．３２ Ｍａｇｎｅｔｉｃ ｆ ｌ ｕ ｘ  ｉｎｄｅ
ｘによる測定結果に基づき算出すること。 
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２ （略） ２ （略） 
１２．吸水性合
成樹脂製玩具 

１ 吸水することにより、吸水性合成樹脂製玩具の幅、高
さ及び長さのいずれもが、５０パーセントを超えて膨潤
しないこと。ただし、当該膨潤した吸水性合成樹脂製玩
具を直径２０ミリメートルの穴の上に置き、接触面が半
球形の直径１０ミリメートルの棒を用いて当該接触面
に対し垂直方向に２０ニュートンを超えるまで徐々に
当該玩具に力を加えたときに、いかなる場合においても
当該玩具が損傷せずに当該穴を通過するものにあつて
は、この限りでない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ （略） 

１ 「吸水することにより、吸水性樹脂製玩具の幅、高さ及び長
さのいずれもが５０パーセントを超えて膨潤しない」ことは、
ＩＳＯ８１２４－１（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ ｔｏｙ
ｓ ―Ｐａｒｔ １：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅｃｔｓ ｒｅｌ
ａｔｅｄ ｔｏ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ ｐｒоｐｅｒｔｉｅｓ ４．３．２ Ｅｘｐａｎｄｉ
ｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓにのっとり確認すること。 

  「当該膨潤した吸水性合成樹脂製玩具を直径２０ミリメート
ルの穴の上に置き、接触面が半球形の直径１０ミリメートルの
棒を用いて当該接触面に対し垂直方向に２０ニュートンを超え
るまで徐々に当該玩具に力を加えたときに、いかなる場合にお
いても当該玩具が損傷せずに当該穴を通過する」ことは、ＩＳ
Ｏ８１２４－１（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ ｔｏｙｓ ―
Ｐａｒｔ １：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅｃｔｓ ｒｅｌａｔｅ
ｄ ｔｏ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ 
ｐｒоｐｅｒｔｉｅｓ ５．２１ Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ ｍａ
ｔｅｒｉａｌｓにのっとり確認すること。 

２ （略） 
１３．乳幼児用
玩具 

１ 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定
性を有すること。 

２ 乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブ
ル又は締め付ける器具は、接触による身体上の損傷の
おそれがないこと。 

３ 可動部分を有する玩具は、使用に伴い、身体上の損傷
のおそれがないこと。 

４（１）頸部を圧迫するおそれがないこと。 
（２）口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがない

こと。 
（３）口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のお

それがない大きさであること。 
（４）飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさである

こと。 
（５）玩具の容器包装は、口及び鼻を覆うことによる窒

息のおそれがないこと。 
５ 乳幼児がその中に入ることができる玩具は、閉じ込
められた際、その乳幼児が容易に中から脱出できる手
段を有すること。 

６ 発射体の形状及び構成並びに玩具の運動エネルギー

１～９ 以下の規格に適合する製品は、技術上の基準に適合する。 
ＩＳＯ８１２４―１：２０２２及びＩＳＯ８１２４－２：２０
２３、ＥＮ７１－１：２０１４＋Ａ１：２０１８及びＥＮ７１
－２：２０２０又はＡＳＴＭ Ｆ９６３―２３（４．１、４．
２、４．５から４．１９、４．２１から４．２８及び４．３０か
ら４．４１に限る。） 
なお、技術上の基準を満たす解釈は、上記に限定されるもので
はなく、十分な技術的根拠があれば技術上の基準に適合してい
ると判断し得るものである。 
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は、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさないもので
あること。 

７（１）玩具の表面は、乳幼児の生命又は身体に危害を及
ぼさない温度であること。 

（２）玩具に内包する液体又は気体は、玩具から放出さ
れた際、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさな
い温度及び圧力であること。 

８ 音を発する玩具は、最大音量であっても乳幼児の聴
力を損ねないこと。 

９ 燃焼しにくい材料又は構造のものであること。 
１０ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０ （略） 

１４．乳幼児用
ベッドガード 

１ 乳幼児が触れるおそれのある部分には、接触による
身体上の損傷のおそれがないこと。 

２ 組立式のものにあつては、組立てが容易にでき、組立
ての誤りを生じにくい構造を有すること。 

３ 乳幼児の指が挟まれにくい構造を有すること。 
４ 乳幼児の身体が挟まれにくい構造を有すること。 
５ 乳幼児の衣服のひも等が引つ掛かりにくい構造を有
すること。 

６ 枠を有するものにあつては、ベッド（乳幼児用ベッド
を除く。）の両端と乳幼児用ベッドガードの両端との隙
間に、乳幼児の身体が通る間隔を有すること。 

７ 折りたたむことができるものにあつては、使用中容
易に折りたたみができない構造で、折りたたみを固定
する装置は乳幼児が容易に操作できないこと。 

８ 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度を有する
こと。 

９ 使用時に乳幼児用ベッドガードとマットレスの間
に、乳幼児の身体が挟まれるおそれのある隙間ができ
ないこと。 

１０ 部品を相互に接続するための接続部品を有するも
のにあつては、容易に外れないよう確実に取り付ける
ことができる構造を有すること。 

１１ 接続部品及び付属品は、窒息のおそれがない大き
さであること。 

１２ 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法
により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名
又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しく
は記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて
代えることができる。 

１～６及び８～１１ 以下の規格に適合する製品は、技術上の基
準に適合する。 
ＡＳＴＭ Ｆ２０８５―１９ 
なお、技術上の基準を満たす解釈は、上記に限定されるもので
はなく、十分な技術的根拠があれば技術上の基準に適合してい
ると判断し得るものである。 
 
 
 
 
 

７ 目視及び操作等により確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２ 表示は読みやすく、容易に理解できること。また、目視に
より確認すること。 
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１５．ベビーカ
ー 

１ 乳幼児が触れるおそれのある部分には、接触による
身体上の損傷のおそれがないこと。 

２ 乳幼児の手足の届く範囲に、乳幼児の指が挟まれに
くい構造を有すること。 

３ 乳幼児が触れるおそれのある範囲にある可動部分及
び折りたたみ機構は、使用に伴い、身体上の損傷のおそ
れがないこと。 

４ 折りたたみ機構を有するものにあつては、開閉が容
易で、展開時に意図しない解除のおそれがないこと。 

５ 駐車させるため必要な装置を有し、その操作部は乳
幼児が操作できないものであること。 

６ 使用中に転落を防止するための乳幼児の身体を十分
に保持できる構造を有すること。 

７ 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定
性を有すること。 

８ 座席部分の取り外しができるもの又は座席部分に他
の座席を取り付けることができるものにあつては、容
易に外れない構造を有すること。 

９ 乳幼児の手の届く範囲の接続部品及び付属品は、窒
息のおそれがない大きさであること。 

１０ 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法
により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名
又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しく
は記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて
代えることができる。 

１～９ 以下の規格に適合する製品は、技術上の基準に適合する。 
ＩＳＯ３１１１０：２０２０及びＥＮ１８８８―１：２０１８
＋Ａ１：２０２２又はＡＳＴＭ Ｆ８３３―２１ 
なお、技術上の基準を満たす解釈は、上記に限定されるもので
はなく、十分な技術的根拠があれば技術上の基準に適合してい
ると判断し得るものである。  
また、消費生活用製品安全法施行令第二十条に基づき消費生活
用製品安全法施行令別表第四第二号に規定されている自動車の
装置を構造に含むものにあっては、当該装置自体は道路運送車
両法の規制対象となり、消費生活用製品から除かれるものであ
ること。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
１０ 表示は読みやすく、容易に理解できること。また、目視に
より確認すること。 

 

 


